
出生時育児休業に関する就業規則案 

（出生時育児休業の対象者） 

第 6条 

1 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、産後休業

をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8週間以内の子と同居し、

養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、

有期契約従業員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い

方から 8 週間を経過する日の翌日から 6 か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、

更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。 

２ 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むこと

ができる。 

一 入社 1年未満の従業員 

二 申出の日から 8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 1 週間の所定労働日数が 2日以下の従業員 

（出生時育児休業の申出の手続等） 

第 7条 

１ 出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始し

ようとする日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）の 2週間前【雇用環境整備の

取組実施について労使協定を締結している場合は 2 週間超 1 か月以内で、労使協定で定め

る期限を記載する】までに出生時育児休業申出書（社内様式 1）を人事部労務課に提出する

ことにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更

新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生

時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。  

２ 第 6 条第 1項に基づく休業の申出は、一子につき 2回まで分割できる。ただし、2回に

分割する場合は 2 回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申

出を拒む場合がある。 

３ 会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出

を求めることがある。 

４ 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出

書を提出した者（以下この章において「出生時育休申出者」という。）に対し、出生時育児

休業取扱通知書（社内様式 2）を交付する。 

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後 2週間以内

に人事部労務課に出生時育児休業対象児出生届（社内様式 3）を提出しなければならない。  



（出生時育児休業の申出の撤回等） 

第 8条 

１ 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業申出撤

回届（社内様式 4）を人事部労務課に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回す

ることができる。  

２ 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業

申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書（社内様式 2）を交付する。 

３ 第 6 条第 1 項に基づく休業の申出の撤回は、撤回 1 回につき 1 回休業したものとみな

し、みなし含め 2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。 

４ 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業

申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかった

ものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日

に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

（出生時育児休業の期間等） 

第 9条  

１ 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後 8 週間以内のうち 4 週間（28 日）

を限度として出生時育児休業申出書（社内様式１）に記載された期間とする。  

２ 本条第 1項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児

休業開始予定日の指定を行うことができる。  

３ 従業員は、出生時育児休業期間変更申出書（社内様式 5）により人事部労務課に、出生

時育児休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日

の繰り上げ変更を休業 1回につき 1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日（以下

「出生時育児休業終了予定日」という。）の 2週間前までに申し出ることにより、出生時育

児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業 1回につき 1回行うことができる。 

４ 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児

休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書（社内様式 2）を交付

する。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するもの

とし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（1）子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から 2

週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。） 

（2）子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から 8週間を経過した場合 

子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から 8週間を経過した日 



（3）子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育児休業の

日数が 28日に達した場合 

子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育児休業の日数が

28 日に達した日 

（4）出生時育休申出者について、産前産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育

児休業期間が始まった場合 

産前産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日 

６ 本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由

が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。 

《出生時育児休業中の就業を可能とする例》 

（出生時育児休業中の就業） 

第 9条の 2 

1 出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の就業可能日

等申出書（社内様式 15）を休業開始予定日の１週間前までに人事部労務課に提出すること。

なお、1週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。 

２ 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出した従業

員に対して提示する（社内様式 17）。就業日がない場合もその旨通知する。従業員は提示さ

れた就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書（社内様式 18）を

人事部労務課に提出すること。休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業すること

ができる。会社と従業員の双方が就業日等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休

業中の就業日等通知書（社内様式 20）を交付する。 

３ 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。 

一 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下（一日未満の端数切

り捨て） 

二 就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下 

三 出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日

の所定労働時間数に満たない時間 

４ 本条第 1 項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書（社

内様式 15）を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届（社内様式 16）

を休業前日までに人事部労務課に提出すること。就業可能日等申出撤回届が提出された場

合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する（社内様式 17）。 

５ 本条第 2 項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、出生時育児休業中の

就業日等撤回届（社内様式 19）を休業前日までに人事部労務課に提出すること。出生時育

児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部又は一部を撤回するこ

とができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生



時育児休業中の就業日等通知書（社内様式 20）を交付する。 

一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 

二 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状

況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと 

三 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこ

ととなったこと 

四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他こ

れらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった

とき 


